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寄稿

企業から見た近年の特許法及び
審査基準の改正について
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はじめに

平成5年～平成1 5年の間に、特許法は6回の改正が行

われている。民法や商法等他の法律と比較すると、そ

の改正頻度は非常に高いものである。

これは、ここ1 0年の間に起こった、バブル経済の崩

壊や中国等の新興工業国の台頭による我が国の産業構

造の大きな変革に対応すべく、特許法の「我が国産業

の発達への寄与」という目的に沿い、より良き制度づ

くりに向けて、関係各位が絶えざる努力を払われてい

ることの証であると思う。

ここでは、ユーザである企業の立場から、平成5年

～平成1 5年までの制度改正を振りかえり、Ⅰ.審査の

適格性を目指す改正、Ⅱ.早期権利付与を目指す改正、

Ⅲ.登録後の係争に関する改正に分け、企業にとって影

響が大きかったと受け止めた改正について考察してみ

たい。

Ⅰ 審査の適格性を目指す改正

1. 補正の範囲の適正化について（平成5年法改正及び

平成15年審査基準改訂）

（1）平成5年法改正以前

平成5年法改正によって、いわゆる「新規事項の追加

の禁止」が導入されるまで、我が国の特許補正に関す

る審査実務は、出願人にとって裕度の大きいものであ

った。すなわち、出願当初の明細書等に記載のない新

たな事項であっても、発明の要旨を変更するものでな

ければ、補正により追加をすることが認められていた。

このような審査実務は、諸外国との比較においても裕

度の大きいものであり、特許を取得してこれを活用し

ようとする立場からみれば、権利取得の容易さという

面で恩恵を受けることができた。

その一方で、事業を行う立場からは、当初の予想を

超えた内容で権利化された他人の特許に悩まされると

いうことになり、産業界としては、むしろこの弊害が

大きく、その是正への要望が高まった。

（2）平成5年法改正

平成5年法改正では、「特許の健全な取得と活用」を

目的とし、特許補正において、「新規事項の追加の禁止」

が導入されたが、その狙いは、「国際調和」という観点

からも極めて妥当なものであったと考える。しかし、

実際の運用において以下のような問題を生じた。

即ち、改正時の審査基準では、出願当初の明細書等

の開示から「直接的かつ一義的」に導くことができる

ものは、新規事項の追加に当らず、補正が許されると

されていた。ところが実際の運用では、この「直接的

かつ一義的」という基準が厳しく解釈され、出願当初

の明細書等に“実質的に開示”されていた事項であっ

ても、「直接的かつ一義的」に導き出せないものとする

審査が見られるようになった。このような審査の運用

は、諸外国の審査と比較しても厳しいものであり、平

成5年法改正では、結果的に、手綱を引き締め過ぎるこ

とになったようだ。

画期的な基本発明や国際標準に関連する発明等の重

要出願にあっては、我が国のみならず諸外国にも出願

するのが常である。言うまでもなく、出願人にとって

の理想は、創作した発明の本質を、明細書という媒体
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を介して現実の製品や規格に一致するように具体化す

ることにある。しかし、発明が画期的であればあるほ

ど、将来その発明がどのような形で製品や規格に具体

化するかを予測することは非常に難しい。このため、

出願人が、発明の本質自体は変えることなく、その表

現を現実の製品や規格に沿うように改めるべく、出願

後に各国において補正を望むことは至極当然といえる。

しかるに、我が国において、上記のような厳しい補正

制限が課されるようになって以来、出願当初は同一の

内容であったはずの出願が、各国毎の審査を経て特許

化された結果、欧米で成立した特許に比較して、我が

国で成立した特許の権利範囲が狭くなったという声を

しばしば聞くに至った。もちろん、審査は各国毎に異

なる法制度の下に行われ、引用される先行技術も各国

毎に同一であるとは限らない。しかし、当社の事例を

含む多くのケースでは、出願人が我が国の厳しい補正

制限を意識し、審査段階において、欧米に対する補正

クレームに比較して、より限定された内容の補正クレ

ームを作成して我が国特許庁に提出するに至ったもの

と思われる。

そのような状況は、我が国が世界に先駆けて開発し

た先端技術や、国際標準に関連する技術を特許により

保護して、我が国産業の国際競争力を高めるという観

点からは決して好ましいものではないと考える。

（3）平成15年審査基準改訂

以上のような状況を踏まえて、特許庁は平成1 5年1 0

月、実質的に1 0年ぶりとなる補正に関する審査基準の

改訂を行った。その内容としては、従来の「直接的か

つ一義的」に代わり、「当初明細書等の記載から自明な

事項」という解釈が導入された。

この新しい審査基準の内容を総合的に見ると、補正

の審査に当たっては、形式的な文言に拘泥せず、出願

当初の明細書等に記載された“発明の本質”に着目し、

これを保護しようとする姿勢が貫かれており、産業界

から見て、歓迎すべきものといえる。補正に関する審

査基準の妥当化は、国際調和という観点及び、権利を

取得する者と、この権利を行使される者との利害バラ

ンスを図るという観点からも重要であると考えられ

る。補正の制限が厳し過ぎれば出願人の利益を害し、

逆に甘きに過ぎれば権利行使を受ける第三者の利益を

害する。出願人である多くの企業は、その一方で権利

行使を受ける主体でもあり、いずれの被害者にもなり

得る。

以上から、平成5年法改正前の補正の審査実務は出願

人にとっての裕度が大きすぎ、権利行使を受ける第三

者の利益に厳しいものであったようだ。また、平成5年

法改正後の審査実務は、逆に出願人に厳し過ぎたよう

に感じる。今回、平成1 5年の審査基準の改訂により、

補正の審査は、権利者と第三者との利害バランスがと

れ、かつ、欧米の補正の審査との調和という観点から

も、妥当なものになるのではないかと思う。その結果、

出願明細書等に記載された“発明の本質”が特許権と

して適切に保護されることになり、我が国においても、

欧米と変わらぬ内容で、基本特許、国際標準に関連す

る規格特許等の取得ができ、我が国産業の国際競争力

の向上に資することが期待される。実際の審査実務に

おいて、この新しい審査基準が当初の理念から乖離す

ることなく適正に運用され続けることを切に期待する

ものである。

2. ソフトウエア関連発明についての審査基準（平成

12年審査基準改訂他）

特許制度の保護対象の範囲を策定する上で、発明の

定義に関する規定である特許法第2条第1項（自然法則

の利用）が、非常に重要であることは言うまでもない。

この発明の定義規定において、ソフトウエアに関する

発明が果たして特許制度の保護対象となるか否かは、

従来必ずしも明確ではなかった。

特許庁は、情報関連産業の興隆という時代の要請も

あり、特許法上の発明の定義規定を変更することなく、

審査基準を改訂することにより、ソフトウエアを特許

制度の保護対象とすることを明確にした。

ソフトウエアの保護に関しては、欧米も似通った事

情があり、いずれの国もアルゴリズムそのものを発明

とはみなさないが、所定の要件を具備するソフトウエ

アは発明とみなして取り扱う審査実務を採っている。

例えば、米国では、有用（useful）、具体的（concrete）

かつ有形の結果（tangible result）を備えるソフトウ

エアは特許的確性が認められることになる（1 9 9 8年

State Street Bank 事件）。また、欧州特許条約（EPC）

では、法律そのものでは、アルゴリズムやコンピュー

タプログラム等を特許の保護対象から排除しているが、
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クレームされた主題が、更なる技術的効果（f u r t h e r

technical effects）を備えれば特許の対象となるとす

る審査実務を採っている（1 9 9 8 T1173/97 IBM事

件審決）。

我が国では、比較的早期にソフトウエアが特許によ

り保護されることが明確にされ、情報関連産業の興隆

のタイミングに一致して、ソフトウエア権利者が保護

を受けることを可能ならしめたと言える。

平成1 2年改訂の審査基準では、「ソフトウエアによる

情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現

されている」場合、当該ソフトウエアは「自然法則を

利用した技術的思想の創作」に当るとしている。この

審査基準では「ソフトウエアによる情報処理が、ハー

ドウエア資源を用いて具体的に実現されている」場合

の実例が挙げられている。しかし、現状の審査基準で

は、明らかに発明として成立しない事例と、明らかに

発明として成立する事例とが併記されているのみであ

り、その中間にある現実の境界線を窺い知るための基

準、すなわち「ソフトウエアによる情報処理が、ハー

ドウエア資源を用いて実現されている」ことをどこま

で具体的に記載すれば「発明」として認められるのか

が必ずしも明確に示されていない。出願人としては、

ソフトウエアそのもののアイデアを、できるだけ上位

概念としての形で保護してもらいたいというのが本音

であり、我が国情報関連産業の国際競争力増強のため

にも、現実の審査における境界線を、審査基準で明確

に示すべく、さらなる検討を期待したい。

3. 発明の実施行為の明確化（平成1 4年法改正及び平

成12年審査基準改訂）

従来、ソフトウエアに関する発明については、装置

又は方法による保護形態のみに限られていたため、記

録媒体や通信回線を利用してプログラムを提供する行

為について、直接的に侵害を問うことが難しいという

問題があった。これに対し、特許庁は平成9年公表の運

用指針において、「プログラムを記録した記録媒体」を

「物」として扱うことを明記したのに続き、平成1 2年改

訂の審査基準では、「プログラム等」についても「物」

の発明として、クレームに記載できることとした。

しかし、｢物｣とは有体物に限られ、無体物である

「プログラム」を「物」として取り扱うことが、法律解

釈上妥当ではないのではないかという見方もあった。

そのような状況下、その翌々年の平成1 4年法改正にお

いて、「プログラム等」の定義を明確にするとともに、

「プログラム等」の発明の実施行為には「電気通信回線

を通じた提供」が含まれることとした。

このような一連の改正が行われた結果、「○○を計算

するプログラム」というクレームを記載しておけば、

そのプログラムがインストールされた装置を製造・販

売する行為、そのプログラムを使用して計算をする行

為、及びそのプログラムを記録媒体やインターネット

を通じて頒布する行為の全てを権利化できることにな

った。

即ち、出願人は、ソフトウエア関連発明については、

プログラムクレームの記載を基本としつつ、装置クレ

ーム、方法クレーム、媒体クレームを必要に応じて併

せて記載するなど、様々な切り口によって万全の保護

を図ることができるようになった。その結果、当該法

改正がソフトウエア関連発明の特許による保護を強化

し、我が国情報関連産業の国際競争力向上に貢献した

ことは疑いのない事実であると思う。

4. 先行技術文献開示制度の導入（平成14年法改正）

出願人の有する情報の有効活用による審査迅速化と

先行技術を十分に認識することによる出願の厳選を目

的に、平成1 4年法改正で、先行技術文献の開示義務が

規定された。

特許出願に慣れた企業の場合には、出願明細書の従来

技術として公報番号等の文献名を記載することは以前か

ら一般的になされており、当社の場合も発明部門に先行

技術調査を義務付け、関係調査会社による先行技術調査

を実施し、抽出された先行技術は明細書に記載すること

としている。従って、この改正は当社のように日頃から

活発に特許出願活動を行っているような企業には、ほと

んど影響のないものであったと思われる。

他方、この改正は、どちらかと言うと個人発明家や

組織的な知財部門を持たず、特許出願の実績もそれほ

どないような企業に影響を与えたものと考えている。

そして、これらの者にとり新たな負担の増加となるよ

うにも見えるが、特許庁のI P D L等の調査環境が整備

されていることもあり、比較的容易に上記改正対応の

先行技術調査を実行できるものと思われる。それにも
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まして、出願人が予め先行の出願公開公報等の存在を

認識することで、無駄な特許出願に伴う、無用な出費

を抑制できる効果が大きいと思われる。また、これら

の者に限らず、第三者にとっては、出願明細書に必ず

先行技術文献が記載されるようになったことで、従来

技術との比較における発明の特徴的部分の理解がし易

くなり、権利解釈が容易になるという効果も生まれて

おり、全体として、この改正は評価できるものと考え

る。

なお、当社は、平成1 4年改正法施行後は、さらに先

行技術調査を徹底させ、出願を依頼する書面に、実施

した先行文献調査（どのような調べ方をしたか）を詳

しく記載させるとともに先行技術文献の文献名の記載

とコピーの添付とを義務付けることとし、本規定に合

致させるようさらなる徹底を図っている。

Ⅱ　早期権利付与を目指す改正

1. 実用新案法改正（平成5年法改正）

実用新案の対象は、早期に実施が開始されるライフ

サイクルの短い製品の技術であり、早期権利保護を行

った方がニーズに応えられるとの理由により、平成5年

に実用新案法が改正された。この改正では、従来の実

体審査を廃止して実質的無審査登録主義に移行すると

ともに、権利存続期間を出願から6年とした。なお、同

改正では、適正な権利行使と第三者の救済とを図るべ

く、権利行使時の実用新案技術評価書の提示義務や、

過失推定規定の廃止なども行っている。

歴史的に見れば、実用新案制度は、欧米の基本技術

を導入し、これを改良してより優れた製品を産み出す

という、我が国特有の産業構造を育成する役割を果た

してきた。しかし、近年の電機業界各社の実用新案出

願傾向をみると、ほとんどの企業において実用新案登

録出願件数は1989年（平成元年）～1993年（平成5年）

の間に徐々に減少を続けた後、平成5年法改正以後に激

減し、現在は、年に数件という状況になっている。

この状況を分析すると、1 9 8 9年～1 9 9 3年において

は、実用新案のみならず、特許出願件数においても減

少が見られる。これは、各社が知財戦略を量から質に

シフトし、出願の絞込みを始めた結果と考えられる。

また、平成5年法改正以後は、これに加えて、特に、電

機業界においては、さらなる製品・技術水準の高度化

の進展により、実用新案レベルの技術考案が大きく減

少したこと及び権利行使時の労力、権利の法的安定性、

権利存続期間等を総合的に考えた結果、実用新案権の

利用範囲が大きく狭まり出願数の激減となったと考え

られる。

このように、実用新案出願の激減の主たる理由が、

特に、電機業界においては、さらなる製品・技術水準

の高度化の進展により、実用新案レベルの技術考案が

大きく減少したことによることから、平成5年の法改正

がなかった場合でも、時期は若干ずれても、同じ結果

になっていたと思われる。

以上を踏まえると、現行の実用新案制度は、抜本的

に見直す時期にきていると考えられる。見直しに当た

っては、利用者各位の意見を十分に聴取していただく

よう要望したい。

2. 審査請求期間の短縮（平成11年法改正）

本法改正以前の我が国特許制度では、審査請求期間

は出願後7年以内と規定されていた。従って、この制度

では、権利の最終確定まで、出願してから最大7年以上

の長期間を要することとなり、その間、権利未確定と

なり、権利活用の視点から、権利の早期確定を望む声

があった。また、諸外国との比較においても、出願か

ら権利確定までの期間が長く、国際調和という観点か

ら問題ありとの指摘があった。しかし、一方で、出願

権利化の視点からは、7年の期間内であればいつでも審

査請求をすることが可能であり、その間に、製品・技

術動向を見定めて戦略的な権利化を図ることができる

側面もあったと思う。

従来の制度をもう少し詳しく見てみると、先にも述

べたように、権利活用の視点から、審査請求期間7年と

いうのは長きに過ぎた。すなわち、第三者は製品開発

にあたり、権利未確定の出願に対しては、詳細な説明

に記載された技術内容まで精査し、予想される将来の

請求項を検討し、設計変更や代替技術の準備等の対策

を施すのが一般的である。特に、電機・電子分野では

一つの製品に関係する出願件数が多く、このように権

利未確定で内容変更が可能な出願が長期間存在すると、

大きな弊害が生ずることになる。

尤も、出願人以外の者でも審査請求をすることが認
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められていたため、審査の早期確定を望む第三者は自

ら審査請求をすれば問題ないとの見方もできる。しか

し、他人の出願に対して審査請求を行えば、その事実

が出願人に通知され不利になるとの認識から、第三者

が他人の出願に対して審査請求を行うということは、

通常行われない。

このような背景の下、平成1 1年改正法で審査請求期

間が7年から3年に短縮された。

この法改正は、全体としてみれば、権利の早期確定

を実現するものとして、理解できるものといえる。し

かし、一方で、権利化の視点から見ると、特に我が国

として重要な、画期的な基本発明や国際標準に関連す

る発明等を、特許権としてより適切に保護するために

は、技術・製品化動向や国際標準動向を見定めて戦略

的に権利化が行えるようにすることが望ましく、欧米

では、特許査定後の分割・継続出願を可能にして、実

質的に継続補正を担保している状況である。以上の点

を考慮して、原則的には、現行法通り「審査請求期間3

年」を踏襲しつつ、例外的に特定の基本発明や国際標

準に関連する発明等については、例えば「申請によっ

て、一定期間、審査着手を遅らせる」等の措置が取れ

るように、継続補正を担保するのも一方法ではないだ

ろうか。関係各位の検討をお願いしたい。

Ⅲ　登録後の係争に関する改正

1. 付与後異議申立制度（平成6年法改正）及び特許異

議申立制度と無効審判制度の統合（平成1 5年法改

正）

平成6年法改正以前の我が国特許法は、いわゆる付与

前異議申立制度を採用していたが、出願公告後の異議

期間を経過した後に初めて権利を付与するという付与

前異議申立制度では、異議を受ける案件が全体の7％

（うち異議申立が成立する割合は3 0％）程度であるにも

かかわらず、全出願が一律に異議申立期間が経過する

まで特許付与されず、さらに、多数の異議申立がされ

た場合には審査に長期間を要し権利付与が遅れる。こ

のことが迅速な権利付与の要求に合致しないこと及び

付与後異議申立制度を採用する欧州などと調和を図る

必要性等から、平成7年特許法改正で、付与前異議申立

制度から付与後異議申立制度に変更された。

この付与後異議申立制度の採用により、従来のよう

に異議申立期間の経過を待たずに、権利が付与される

ことになり、タイムリーに自己の特許権を活用できる

こととなった。

また、付与前異議申立制度の下では、1 9 9 4年の異議

申立件数が7 4 1 9件で申立率が7 . 0％、1 9 9 5年の異議申

立件数が8 5 4 9件で申立率が6 . 9％であったのに対して、

付与後異議申立制度の下では、1 9 9 7年の異議申立件数

が5 3 2 2件で申立率が4 . 2％、1 9 9 8年の異議申立件数が

6 1 3 0件で申立率が4 . 2％となり、異議申立件数が減少

した事実と、特許実務に携わる実感として、付与後異

議申立制度は、改正前にあった意図的な異議申立の乱

発の抑制効果も果たしたと考えている。

平成6年特許法改正後、付与後異議申立制度と無効審

判請求制度とが並立する期間が続いたが、特許の有効

性を巡る紛争の解決に長期間を要している等の理由に

より、平成1 5年法改正で異議申立制度は廃止され、無

効審判制度に統合されることになった。

この制度一本化による特許有効性紛争解決の効率化

の狙いは妥当なものと思われる。

今後、特許の無効・有効の争いがどのように展開す

るかは各社未だ模索中ではないかと考えるが、法改正

前、両制度が並立していた時期の状況として、申立人

が出訴できる分、無効審判制度の方が有利と言われな

がらも、例えば、2 0 0 0年の異議申立件数4 5 5 8件に対

し、無効審判件数 2 9 6件、 2 0 0 1年の異議申立件数

3 5 3 6件に対し、無効審判件数2 8 3件であり、異議申立

制度の方がはるかに利用されていたという事実があっ

た。この理由の一つとして、異議申立の審理は、原則

的に特許庁が審理している感覚が強く、相手と争うと

いう性格の無効審判に比較して利用しやすい面があっ

たと思われる。

今回の改正で、従来利用件数の少なかった無効審判制

度に統一されたことから考えると、権利の瑕疵を問う請

求がしづらくなることになるのではないかと思われる

が、我が国企業が、プロパテント政策のもと、戦略的権

利活用を重視する状況においては、権利の瑕疵を問う請

求も、従来とは異なり、その権利活用の一環の無効審判

制度として運用されて行くことになるのではないだろう

か。一方で、権利の質は、出願人による出願内容の厳

選・高度化と特許庁によるこれまで以上に質の高い審査

により担保されるべきなのかも知れない。
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2. 特許の権利侵害に対する救済措置の拡充（平成1 0

年法改正、平成11年法改正）

知的財産権の｢広い保護｣、｢強い保護｣等、いわゆる

プロパテント施策を推し進めるべく平成1 0年法改正で

は、損害額の推定規定の強化（1 0 2条）と刑事罰の見

直し（1 9 5条、1 9 6条、2 0 1条）が規定され侵害の救済

措置が充実された。

さらに、平成1 1年法改正では、具体的態様明示義務

の追加（1 0 4条の2）、文書提出命令特則の追加（1 0 5

条）、損害額鑑定人制度（1 0 5条の2）、裁判所による相

当な損害額の認定（1 0 5条の3）が規定され、特許権者

側の侵害の立証負担が軽減された。

これらのうち、影響の大きかったものは、いわゆる

積極否認に関する規定である具体的態様明示義務

（1 0 4条の2）及び文書提出命令特則の追加（1 0 5条）

であろう。例えば、従来、企業が方法や物の製造方法

の特許を取得しても、侵害事実の立証が極めて難しい

という問題があり、これらの特許を活用する際に大き

な障害となっていた。

しかし、上記積極否認に関する規定の追加により、

被告が侵害を否認する場合は、相当な理由がある場合

を除いて、自己が実施している方法の具体的態様を開

示しなければならくなったのである。その結果、従来

法の下では、活用を諦めざるを得なかったような方法

特許等の活用の可能性が高まり、そのような特許の価

値を拡大させるに至った。尤もこの特許法改正以前に

も、平成1 0年の民事訴訟規則（7 9条3項）の新設によ

り、積極否認に関する規定は一部導入されていた。し

かし、当該特許法の改正は、上記民事訴訟規則の内容

を一歩進めてより具体的なものとし、しかも法律とし

て条文で明確に定めたことにより、従来困難であった

方法特許等の活用を容易ならしめたことは疑いがない

と考える。

むすび

特許は、従来、創意工夫、研究開発にインセンティ

ブを与えるためのものとして捉えられ、それを守るた

めの法制度として特許法が制定され、改良を加えなが

ら運用されてきたと考えられる。

今や、特許は知的財産として捉えられ、企業におい

ては、経営の中で非常に重要な位置を占めるようにな

り、「知財なくして事業なし」とも言われる状況ともな

ってきている。

この背景の下で、国をあげての「知的財産立国」の

動きが始まり、日本の産業競争力強化に向けて、日本

の産業再生に向けて、その鍵としての知的財産の創

造・保護・活用のあり方が見直されようとしている。

この中で、知的財産の中核をなす、特許権のあり方を

規定する特許法が非常に重要な位置を占めるのは言う

までもない。

このような状況を踏まえ、産業競争力強化、又、科

学技術力強化に資する特許権付与の在り方について、

さらなる検討を加えて行く必要があると思う。よりよ

き制度に向けて、ユーザとしての産業界の立場から、

今後とも積極的提言を行ってゆきたいと考えている。

pro f i l e
吉田 一好（よしだ かずよし）

1 9 7 5年4月 三菱電機入社　特許部配属

（国内外の特許取得活動、特許

係争処理など担当）

1 9 9 5年6月 半導体事業本部知的財産センタ

ーへ異動

（半導体に関する国内外の特許

取得活動、特許係争処理など担

当）

1 9 9 8年4月 本社知的財産センター・特許企

画部へ異動

2 0 0 2年4月 本社知的財産センター・特許技

術部に異動
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新端末導入 審決のパソコン

起案開始

●はじめに

意匠制度・意匠行政は平成元年に施行1 0 0周年を迎え

たが、その後も約4 0年ぶりの意匠法改正（平成1 1年施

行改正意匠法）をはじめ、審査の早期化、審査周辺シス

テムの機械化、電子出願の導入、国際化への対応等、

様々な施策によって大きく変化し、また知財環境へも変

化をもたらしてきた。

意匠を取り巻くこの約1 5年間の特許庁施策を振り返る

にあたり、「法律・基準」「ペーパーレス・機械化」「審

査・審判」「国際関係」の４つのカテゴリで総括を作成し、

合わせて年表を付して、変化を捉える材料としたい。

● 法律・基準

昭和3 4年意匠法制定以降、我が国のデザイン開発は

大きくレベルアップする一方、デザイン開発の多様化、

精巧な模倣品の増加等、従来の意匠制度では対応できな

い場合があった。こうした社会情勢の変化を受けて、現

代のデザイン開発の実態に即応した法的保護を実現する

ため、昭和6 3年に特許庁内に意匠制度検討委員会、平

成6年9月に意匠制度ラウンドテーブル、平成8年1 0月

に社団法人日本デザイン保護協会（J D P）内に意匠制度

検討特別委員会、平成9年4月に工業所有権審議会法制

部会意匠小委員会を設置し、検討を重ねた。平成9年1 2
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特技懇編集委員会

意匠周辺施策の総括
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特 集

法律

・

基準

1995
平成7

1994
平成6

1993
平成5

1992
平成4

1991
平成3

1990
平成2

1989
平成1

ペーパーレス

機械検索
Ｄターム

平成6年9月に河本特許庁審査第一部長（当

時）が主宰する懇親会として、満田重昭千

葉大学法学部教授（当時）座長以下、庁内

外の意匠関係有識者により構成。デザイン

活動の実体と意匠保護のあり方に関する要

請を的確に把握し、それらに対応した魅力

ある意匠制度のあり方、及び今後の意匠行

政の方向性について検討することを目的と

して設置された委員会。報告書「魅力ある

意匠制度の確立に向けて」

意匠制度ラウンドテーブル

「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン―基本編―」作成・公表

「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン

―基本編―（改訂版）」作成・公表

「液晶表示等に関するガイドライン」公表

意匠総合DBサービス開始、全意匠公報の照会サービス開始

審査室単位での機械化開始

総合意匠システムの実用化、6分野で機械化サーチ開始

CD-ROM公告公報発行開始
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月に工業所有権審議会総会において答申「意匠制度の見

直しについて」が発表されると、創造的デザインの保護

（広く強い権利）の実現、国際化時代への対応、利用者

の使いやすさの向上、早期保護等ができる制度が求めら

れ、意匠制度を法制度・運用の両面から総合的かつ抜本

的に見直す必要があるとの結論を得た。以上の経緯を経

て平成1 0年5月に意匠法が改正され、平成1 1年1月1日

に施行された。

改正意匠法の主な特徴は、意匠登録の要件に関する

ものとして「創作容易性水準の引き上げ」、「部分意匠

等の保護導入」、「類似意匠制度の廃止と関連意匠制度

の創設」等があげられ、さらに意匠の表現方法の多様

化に関するものとして、「願書・図面記載要件の多様化、

簡素化」、「特徴記載制度の導入」等があげられる。こ

の改正意匠法の普及に際しては、意匠審査基準及び意

匠審査便覧の再編・公表、オンライン出願のガイドラ

イン改訂等を行い、周知を図っている。また、未保護

領域への対応としては、物品を離れた画像デザインの

保護ニーズや諸外国の状況等を調査検討するとともに、

平成1 4年2月に「液晶表示等に関するガイドライン」

〔部分意匠対応版〕を公表し、現行意匠法における機器

の液晶等表示部に表示される図形等の取り扱いについ

て説明している。

● ペーパーレス・機械化

意匠ペーパーレス計画は「審査実務効率の向上」、「審

査資料の増大に対応する資料整備負担の軽減と資料保

管スペースの削減」、「特許庁内外の意匠登録出願の事

務効率の効率化」、「意匠情報サービスの充実」の4つを

柱とした昭和5 9年度の基本計画策定以来、平成1 2年の

意匠電子出願サービスの開始を節目に、現在も進めら

れている。

具体的には意匠検索システムと意匠ペーパーレスシス

テムの構築があげられるが、意匠検索システムは資料の

電子データ化、検索ソフト・ハードの構築、検索用記号

の作成等によって効率的な審査をはかるものであって、

平成1 0年度以降、全審査室で稼働している。また、意

匠ペーパーレスシステムは出願から登録、公報発行まで

の一貫した業務処理のペーパーレス化をはかるものであ

り、平成3年の総合意匠システムの実用化開始より、平

成1 2年の意匠電子出願の開始など、現在も開発が進め

られている。

2003
平成15

2002
平成14

2001
平成13

2000
平成12

1999
平成11

1998
平成10

1997
平成9

1996
平成8

意匠制度検討特別委員会

平成9年6月より、中山信弘東京大学法学部教授を委員長として、産業界、デザイ

ン界、法曹界、弁護士会、弁理士界、学会、マスコミ等の各界より委員を選出し、

多数の検討項目について審議を行った。報告書「デザイン創造時代へ向けて」

平成8年1 0月に中山信弘東京大学法学部教授を委員長として、

産業界、法曹界、弁理士界、学会等の有識者により構成され、

社団法人日本デザイン保護協会（J D P）に設置された。報告

書「国際化時代に対応した創造的デザインの保護強化」

工業所有権審議会意匠小委員会設置

意匠法改正 改正意匠法施行 審査基準と運用基準を一本化

「意匠審査基準・意匠審査便覧」発行 「液晶表示等に関する

ガイドライン」

［部分意匠対応版］公表

特許庁ホームページ開設

総合意匠システムの分散処理移行開始

全審査室が機械化完了

無効請求事件の審決をネット上で公表開始

電子出願受付・オンライン発送開始

CD-ROM外国公報の意匠システムへの取り込み



● 審査・審判

意匠の早期保護の要請に対処するために、瑕疵のない

意匠登録出願の全件につき1年以内に設定登録をするこ

とを目標とする「意匠登録一年化計画（D R 1計画）」を

策定し、平成2年から実行した。D R 1計画は平成1 4年度

末でほぼ達成され、現在ではD R 1の安定的運用を図っ

ているところである。D R 1計画は、「審査人員の増強」

「審査事務処理の効率化」「民間能力の一層の活用」「出

願人側の的確な対応」を盛り込むべき施策としたが、具

体的には「調査員の増員」「出願ガイドラインの作成」

「2サイクル審査の導入」「民間能力（（社）日本デザイ

ン保護協会）の活用」「審査基準、審査便覧等の整備」

「早期審査・審理の実施」「F A 1 2」「S A早期化」「難件

処理委員会の設置」等の施策があげられる。

また、主に対外的な審査周辺施策として、「分類表の

改正・意匠分類検索表の作成」「参考文献の掲載」「意

匠マップの作成・公表」などが行われており、一方、

制度を広く理解してもらうために「産業財産権標準テ

キスト・意匠編」発行や意匠制度紹介ビデオの制作等

も行っている。

● 国際関係

国際化への対応としては、ヘーグ協定新アクトへの取

り組みと、途上国協力への取り組みがある。

ヘーグ協定（1 9 6 0年）は国際的な意匠の保護に関し

現在唯一機能している国際協定であるが、我が国をはじ

めとする実体審査を行う国の加盟は進んでいない。そこ

で実体審査国の加盟を促進して広域化を図ることを目的

とした、W I P Oによる新アクト草案起草の作業が開始さ

れた。1 9 9 1年以降7回の専門家委員会開催後、ヘーグ
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平成4
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1989
平成1

審
査
・
審
判
周
辺

意匠登録出願（瑕疵のないもの）から権利発生（意匠権の

設定の登録）の期間を1年程度にするための実行計画。

分類検索表公示

国
際

ヘーグ
協定

WIPO

そ
の
他

第1会期 第2会期 第3会期 第4会期 第5会期

1987年より、WIPOジャパン・トラスト・ファンドに基づく研修生の受入および専門家派遣

「意匠の国際協力に関するヘーグ協定の発展につ

いての専門家委員会」。1 9 9 1年の第１会期より、
1997年の第７会期までジュネーブで行われた。

意匠登録一年化計画実行

早期審査・早期審理試行実施 早期審査・早期審理制度改正（対象拡大・着手迅速化）

参考文献掲載開始



る我が国の意匠制度の変化とその影響を、国際的な比較

を交えて伝えていただき、また意匠制度の将来について

も述べていただいた。意匠制度の今後のあり方を考える

際にも是非参考にしていただきたい。

デザインはその時代時代のライフスタイルを目に見

える形で反映し、それゆえ保護や活用のあるべき姿も

関連産業と共に変化するものである。近年の、モノと

情報の急速なグローバル化の中で、デザイン行政・意

匠制度がどのように対応してきたのかを概観し、この

特集が意匠制度のあるべき姿を模索する一助となれば

幸いである。

＜参考資料＞

特許庁発行「意匠制度この10年の歩み」平成11年2月

（担当　加藤 綾子）

29 tokugikon  2004.1.16. no.231

協定ジュネーブアクト採択のための外交会議が1 9 9 9年

に開催され、我が国もその会議に参加した。

途上国協力としては、「途上国関連研修生受入」と

「途上国関連専門家派遣」を行っており、J I C Aを通じた

コース研修、セミナー開催による研修協力、W I P Oジャ

パン・トラスト・ファンドによる研修生受入協力、（財）

海外技術者研修協会を通じた（社）発明協会による民間

工業所有権関係者への研修に対する協力等を継続してい

る。専門家派遣では途上国の要請によって、意匠審査官

の短期派遣が行われ、派遣先はマレーシア、タイ、ベト

ナム、モンゴル、インドネシア等である。

● 寄稿の紹介

今号の特集の意匠周辺施策について、弁理士の吉田親

司氏からご寄稿をいただいた。意匠法改正をはじめとす

2003
平成15

2002
平成14

2001
平成13

2000
平成12

1999
平成11

1998
平成10

1997
平成9

1996
平成8

「意匠審査の三

つの目標」決定

調査員研修W G立

ち上げ

第6会期 第7会期
外交会議

準備会合

新アクト採

択外交会議

第3回日韓意

匠審査官会合

分類改正に向けて調査開始

意匠マップの作成・公表

A I P P I・J A P A NにてE U意匠規

則成立後の調査研究

タイD I P、ベトナム特許庁

との審査協力開始

早期審査・早期審理制度改正（対象拡大）

意匠登録100万件達成

「先願待ち・審判待ち」通知の実施

審判合議体を6に増設

新口頭審理（巡回審判廷等）開始

Z審決等公報不掲載

審査・審判連携プログラム開始

全分野2サイクル審査審決FA12月の5カ年計画開始

調査員制度開始

調査員研修開始

「2 0 0 5年意匠審査基本計画」で決定した処理方針。1 .審査内

容の明確化（明確目標）のための施策、 2 .タイムリーな審査

（期間目標）のための施策、3 .コミュニケーション重視の審

査（コミュニケーション目標）のための施策、からなる。

第1回日韓意

匠審査官会合

途上国研修委員会設置

国際審判官会議開催

「ロカルノ分類対照表」発行
『「意匠の国際分類を制定するロカルノ

協定」及び日本意匠分類とロカルノ分

類との対照表』発行。同年4月に意匠公

報へのロカルノ国際分類併記開始。

第2回日韓意

匠審査官会合

第1回日欧意

匠審査官会合

意
匠

審
査
・
審
判
／
法
改
正
（
特
実
）


